
金融機関等
（政策金融機関、リース業者、信

用保証協会を含む）

㈱東日本大震災事業者再生支援機構

事 業 再 生 を 支 援

預金保険機構
貯金保険機構

対　象　事　業　者
小規模企業者　農林水産事業者　医療福祉事業者等を含む。

大企業、第三セクター等は対象外。
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※支援を申し込もうとする者に対しても、事業再生に関する助言を行う。
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